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 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度～ 

現況測量 
    

用地測量     

街路事業 
    

 

(説明会配布資料) 
令和 5 年 10 月 20・21 日 
江戸川区土木部 

都市計画道路補助第 286 号線（上篠崎）の事業について 

 １ 事 業 の 流 れ 

               ・都市計画道路補助第 286 号線は、昭和 41 年 7月 30 日付け 
                建設省告示第 2428 号により決定しております。 
 

・事業計画の概要、スケジュール、測量作業の内容について説明

をします。（本日の説明会） 
 
               ・都市計画道路を整備するための基礎資料を得るため、測量を実

施します。 
 

・現況測量完了後、用地測量を行うため、説明会を開催します。 
 
               ・土地の所有者や関係者との立会いを行いながら、測量を実施し

ます。この測量により計画線の位置や買収させていただく土地

の面積が確定します。 
                  

・用地測量等の資料をもとに、区が申請し都知事が認可します。 
 

・事業区域内の土地所有者等の方々に用地買収の手順や補償内容

等について説明します。 
 

・買収用地に家屋などがある場合は、建物調査をさせていただき

補償金を算定します。 
  
・用地買収及び補償の交渉をさせていただき、区と契約後に土地

の所有権を区へ移転します。また、家屋などがある場合は、契

約後に物件を移転（除却）していただきます。 
 

・用地買収･物件移転が済み、更地になった一団の土地が整った

段階で、街路整備工事に入ります。 
２ 今後のスケジュール（予定） 
 
 
 
 
 
 
 

３ 計画幅員 

 

用地測量説明会 

事業認可 

現況測量 

個別相談会 

事業説明会 

用地測量 

 

（連絡先） 
土木部計画調整課計画係 
担当：難波・小谷野・吉田・野口    

電話５６６２－８３８９（直通） 

建物調査 

用地買収・物件移転 

建物調査・用地買収・街路整備 

事業認可（予定） 

認可準備・手続き 

★ 

個別相談会 

(案) 

事業計画説明会 

街路整備 

都市計画決定 
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現 況 測 量 に つ い て 

 
１ 作 業 内 容 

① 基準点測量 
都市計画道路の測量に必要な基準点（測量鋲）を道路に設置します。 

② 平面測量 
案内図に示した都市計画道路（   ）の中心から両側に約 40 メートル 
（全体で 80m）の範囲において、道路本体や道路付属物、家屋や塀などの 
工作物を測量して平面図を作成します。 

 
２ 実 施 期 間（現場での測量作業） 

令和５年 10 月～令和６年３月（予定） 
 

３ 連  絡  先  土木部 街路橋梁課 事業推進係 

           担当：青地・阿部・伊藤    

           電話：０３－５６６２－８４２３ 

 

           新栄測量設計 株式会社  

           担当：伏見 

           電話：０３－３６７９－７８９１ 

 

 

 

 
 

測量範囲図 


